
令和４年５月定例会会議録

大崎町教育委員会



○日 時 令和４年５月 25 日（水）

15 時 30 分から 16 時 30 分まで

○場 所 教育長室

○出席者

教育長 穗園 正幸

教育長職務代理者 口 信男

教育委員 二見 いすず

教育委員 小野 まゆみ

教育委員 吉田 博文

○関係者

管理課長補佐 石峯 友和

社会教育課長 鎌田 洋一

管理課庶務係長 井元 享一朗



○議事日程

１ 開会

２ 前回会議録の承認

３ 委員の報告

４ 教育長行政報告

５ 報告

報告第７号 スクールガード・リーダーの委嘱について

報告第８号 大崎町教育委員会外部評価委員会の委嘱について

報告第９号 区域外の就学について

６ 議案

議案第４号 大崎町社会教育委員の委嘱について

議案第５号 大崎町スポーツ推進審議会委員の委嘱について

７ 委員から提出された動議の討論等

８ その他

９ 翌月の行事等

10 閉会



○議決事項

議案番号 件名 審議の状況 採決次第

議案第４号

議案第５号

大崎町社会教育委員の委嘱について

大崎町スポーツ推進審議会委員の委嘱

について

特記事項なし

特記事項なし

原案可決

原案可決



○会議要旨

１ 開会

教育長 ただいまから，５月定例会を始めます。

２ 前回会議録の承認

教育長 異議なく承認

３ 委員の報告

口委員

二見委員

５月 15 日，持留小学校ＰＴＡ奉仕作業に参加した。当日は天気も良

く午前７時から校内の草刈り・草取り作業が行われ，ＰＴＡ，児童，

地域の方々が多数参加されていた。作業で出た草木屑については，大

隅衛生企業株式会社の支援によりきれいに片付けられていた。

５月 17 日，鹿児島県市町村教育委員会連絡協議会定期総会に参加

した。総会議案については，質疑もなくすべて原案どおり可決された。

総会後には，「令和の時代に新しく求められる教育について」と題し，

鹿児島県教育庁義務教育課長の講演があった。超スマート社会

Society5.0 時代に向けて，子供たちに必要な資質・能力を育成するた

めに学校教育にどのような取り組みが求められるかという内容であ

った。これからの学びの方向性の概念をイメージすることができた。

５月 22 日，持留小学校大運動会を見学した。今年度は，校区内住民

の入場制限はなかったが，公民分館との合同開催は見送られ小学校単

独の運動会であった。当日は天候にも恵まれ，一部の分館競技やユニ

ークなルールの競技，応援合戦などで盛り上がり元気で一生懸命な子

供たちの様子を見ることができた。

５月 23 日，野方小学校の学校訪問に参加した。学校内は明るくきれ

いな学習環境が整えられ，校長先生の学校経営方針も細部に渡りしっ

かりと発信されていた。学力向上が課題であると思うが，それぞれに

対策や目標数値も掲げられており，一つひとつ実践していってほしい

と思った。

５月 17 日，鹿児島県市町村教育委員会連絡協議会定期総会に参加

した。久しぶりに委員の方々と一緒に参加した大崎町外での研修だっ

たが，これから少しづつでもこのような機会が増えていってほしいと

思った。

義務教育課長の講演を聞き，これからの時代において教育現場に立

つ先生方の苦労や，今までと違う形で勉強していく子供たちの苦労に



小野委員

吉田委員

ついて考えさせられた。

５月 23 日の野方小学校の学校訪問については，いい環境の中で先

生方が熱心に子供たちに接しており，子供たちのしっかり過ごしてい

る様子を見ることができ頼もしく思った。

５月 17 日，鹿児島県市町村教育委員会連絡協議会定期総会に参加

し，その中であった鹿児島県教育庁義務教育課長の講演は大変勉強に

なった。経営者の立場では，会社を経営していくためには利益を出す

必要があるが，経費の中における人件費は大きな支出割合となり，業

務内容によっては，人ではなく機械化を進められることがある。講演

の中で，令和の時代は，ＡＩサポートしてくれる人間中心の社会とな

っていくとの説明があったが，結局，機械を扱うのは人間であるため，

これからのＡＩに勝てる人材育成のためには，勉強の基礎となる小中

学校における教育の質の大切さ，向上心が芽生えるような指導が大切

になっていくのではと考えさせられた。

５月 23 日の野方小学校の学校訪問では，校庭等もきれいな環境が

保たれていた。教室に後方に掲示されていた子供たちの目標の中に，

「早寝早起きをする」という目標を掲げている子どもが多数いたこと

が気になったが，携帯の扱い方など家庭教育の中で親との連携をとっ

ていくことが大切だと思った。

５月 22 日，持留小学校大運動会を見学した。コロナ禍の色々な行事

が減っていく中で，先生方や保護者が子どもたちのいい思い出づくり

のために一生懸命運動会を作り上げていく姿勢が見られ，天気も良く

素晴らしい運動会であった。

５月 23 日の野方小学校の学校訪問では，普段の事業参観では中々

見ることのない校長先生の学校経営方針や各先生方の指導の特色な

ど，普段と違った視点で学校の様子を見る機会ができいい勉強になっ

た。

４ 教育長行政報告

教育長 ※資料に基づき報告

５月２日，校長当初面談を実施。県の教職員人事評価制度に基づき

年度当初の目標や具体策等の申告していただく面談。

５月９日，校長当初面談と同内容で，教頭当初面談を実施。

５月 10 日，町子ども会育成連絡協議会総会及び研修会を開催。総会

でのあいさつと，研修会で「子どもによる子どものための子ども会活



動」と題して講話を行った。

５月 12 日，文化協会総会を開催。今年度の文化祭について，開催す

る方向で協議。

５月 16 日，大隅教育事務所と大崎町教育委員会と合同で，大崎小学

校の学校訪問を行った。先生方は，非常に研修熱心で教育論文も出さ

れているが，課題として，学力向上と不登校対策が出され，課題解決

に向けて学校一丸となって取り組みたいとのことであった。

同日夜，町体育協会理事会及び総会を開催。令和４年度から体育協

会からスポーツ協会へ名称変更となった。

５月 17 日，鹿児島県市町村教育委員会連絡協議会定期総会に出席。

総会での講演を聞き，人間ならではの感性，感じ取る力を学校教育の

中で教えていくことが大事だと感じた。

引き続き，鹿児島県市町村教育長会に参加。教職員人事異動の反省

等について説明。

５月 18 日，鹿児島県租税教育推進協議会定例総会は書面開催とな

った。２市１町で構成される本協議会の事務局が，今年度は大崎町と

なり会長に就任した。

５月 19 日，大隅地区教頭研修会に出席。年度初めの大隅教育事務所

の総務課，管理課，指導課の所管事項の説明等があり，重点課題であ

る学力向上についてグループ討議が行われた。

５月 22 日，持留小学校運動会に出席。当日は天候に恵まれ，子ども

たちも短い期間での練習の成果を十分発揮しておりすばらしい運動

会であった。

５月 23 日，野方小学校学校訪問。学校の数値目標など具体的に定め

られており，今後はその結果が楽しみである。76 名の児童と 16 名の

職員でチーム野方小として頑張ってほしい。

５月の主な行政報告は以上です。

５ 報告

管理課長補佐

教育長

（１）報告第７号 スクールガード・リーダーの委嘱について

（２）報告第８号 大崎町教育委員会外部評価委員会の委嘱について

（３）報告第９号 区域外の就学について

資料に基づき説明

質疑はありませんか。



６ 議案

社会教育課長

教育長

教育長

教育長

社会教育課長

教育長

教育長

教育長

（１）議案第４号 大崎町社会教育委員の委嘱について

資料に基づき説明

質疑はありませんか。

原案可決とすることに異議はありませんか。

（異議なしとの発言）

異議がないので，議案第４号は原案可決とする。

（２）議案第５号 大崎町スポーツ推進審議会委員の委嘱について

資料に基づき説明

質疑はありませんか。

原案可決とすることに異議はありませんか。

（異議なしとの発言）

異議がないので，議案第５号は原案可決とする。

７ 委員から提出された動議の討論等

教育長 発言がないので，動議はないものとします。

８ その他

口委員

管理課長補佐

（１）各学校に配置されている学校助手について

各学校に配置されている学校助手について，一堂に集まって業務に

ついて協議するような会合等はあるのか。

以前学校からの要望で，学校助手が互いに協力できる体制を構築で



口委員

教育長

生涯スポーツ係長

国体推進係長

教育長

口委員

生涯スポーツ係長

二見委員

きるように「学校助手共同作業研究会」を毎年数回開催するようにし

ている。今年度も，先日１回目の会を開催し，７校の学校助手が集ま

り学校の花づくり作業など，学校間で連携し協力できることの確認や

意見交換をしていただいた。

学校は常にきれいないっぱいの花で囲まれているが，そのための花

づくり作業は繊細な作業も必要で非常に難しいため，経験年数の浅い

学校助手の方をサポートするために，各学校の学校助手間でコミュニ

ケーションを図れるような環境が必要であると考えていた。今後も各

学校間で連携し，きれいな学校環境づくりに繋がるようにしてほし

い。

（２）教育委員会部局各課の所管事項説明について

教育委員会各課の所管事項等について，教育委員の方々にも知って

いただくために，各係から事務分掌，課題等について説明いたします。

今回は，社会教育課の生涯スポーツ係と国体推進係の所管事項につい

て担当係長が説明します。

資料に基づき説明

資料に基づき説明

質問はありませんか。

総合体育館の大規模改修工事が，来年度から２年かけて実施予定で

あるが，令和５年に開催される予定のデモンストレーションスポーツ

競技のドッチボールの開催については，どのような計画で実施する予

定か。

現時点での改修計画は，令和５年度は雨漏り，外壁補修等の外部工

事，令和６年度に内部の改修工事を実施する予定である。外部工事を

行っている間は，体育館内部の競技等における使用は可能であると考

えているが，工事内容によって使用できない場合は，別な場所での開

催となります。

（３）学校におけるタブレットの使用におけるルールについて

先日の学校訪問の際に，授業時間外に一人だけ教室でタブレットを



教育長

小野委員

教育長

使用している児童がいた。学校におけるタブレットの使用について

は，休み時間も使用していいものなのか，授業中のみ使用することと

なっているのか，学校でどのようなルールとなっているのか。

各学校によって，それぞれのルールを決めて使用いると思うが，全

体的なルールは把握していない。今は，タブレットは，文房具と同じ

ツール，道具として使用させるものと考えており，学校もいつでも使

えるような雰囲気を作っていこうとしていると思う。今後の全体的な

課題としては，授業などで使用するに当たり各先生方で温度差がある

ので，校内研修等をしていきながら，授業等でもっと活用できるよう

にしていってほしい。各学校における使用ルールについては，今後確

認します。

（３）学校の花づくりについて

先ほど話のあった花づくりに関して，以前中学校の生徒会で，生徒

一人一鉢花を育てたいという意見が出たが，それに伴う材料，費用等

のこともあり断念したことがあったが，町で予算措置等できないか。

例えば，緑の羽根募金事業における緑化事業の活用した花づくりも

考えられるが，予算措置については，今後検討が必要となります。

９ 翌月の行事等

管理課長補佐 ５月 30 日から６月 30 日までの行事を資料に基づき報告

10 閉会

教育長 以上で，５月定例会を終了いたします。

以上


